
野々市市事業者用太陽光発電設備等導入促進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、予算の範囲内において太陽光発電設備及び蓄電池（以下

「太陽光発電設備等」という。）の設置を集中的に促進することにより、エ

ネルギー自給率及び使用効率の向上を図り、もって地球温暖化を防止するた

め、太陽光発電設備等を設置する者に対する補助金の交付に関し、二酸化炭

素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交付要

綱（令和４年３月30日環政計発第2203301号。以下「国交付要綱」とい

う。）、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和４年３月30日環

政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。）及び野々市市補助金交

付事務取扱規則（昭和56年野々市町規則第１号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、国交付要綱及び国実施要領において

使用する用語の例による。 

（補助金の種類等） 

第３条 補助金の種類、補助対象者、補助対象事業及び補助金の額等は、別表

第１及び別表第２に定めるとおりとする。 

２ 補助金の交付を受けることができる者（ＰＰＡ及びリースの場合は、当該

事業における需要家を含む。）は、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。 

(１) 野々市市税を滞納していないこと。 

(２) 補助対象設備の設置に関し、国又は石川県の他の補助制度による補助

金その他これに準ずるものの交付を受けていないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

前条に規定する補助対象事業にかかる経費のうち、国実施要領の別表第１に

定めるものとする。ただし、消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費か

ら除く。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象設備の設置に着手する

前に、市長が別に定める申請書に、必要書類を添えて、市長に申請しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による申請に係る受付は先着順に行うものとし、予算の範囲を

超えたときは、受付を停止する。 



（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

当該補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、市長

が別に定める通知書により当該申請をした者に通知するものとする。 

（補助事業の変更申請） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

前条の規定による通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当する

こととなった場合には、市長が別に定める申請書に必要書類を添えて、市長

に申請し、その承認を受けなければならない。 

(１) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。 

(２) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。 

(３) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき（軽微な変更を除く。）。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、これを承認して補助金の交付の決定を変更し、又は取り消

すことができる。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の内容を変更したときは、

市長が別に定める通知書により補助事業者に通知するものとする。 

（交付の条件） 

第８条 この補助金の交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。 

(１) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第

179号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）その他の法令及び関連通

知の定めによるほか、国交付要綱及び国実施要領の定めるところによるこ

と。 

(２) 補助事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契

約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象

事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指

名競争に付し、又は随意契約によることができる。 

(３) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産

（以下「取得財産等」という。）について、管理するための台帳を備え、

補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、

補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

(４) 前号の取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数

等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）で定める期間とする。 

(５) 取得財産等のうち、適正化法施行令第13条第４号及び第５号の規定に

基づき環境大臣が定める処分を制限する財産は、取得財産等の取得価格が



単価50万円以上の機械及び器具、備品及びその他重要な財産とする。 

(６) 補助事業者は、市長の承認を受けないで、前号で定める期間を経過す

るまで、取得財産等を交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸付け、担保に供し、又は取壊し（廃棄を含む。）を行ってはならな

い。なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続につ

いては、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準につい

て」（平成20年５月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。

以下「財産処分承認基準」という。）に基づき行うものとする。 

(７) 市長は、補助事業の対象となった財産の利用状況について必要に応じ、

報告を求め、又は現地調査等を実施するものとする。 

(８) 補助対象事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認め

られる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助対象事

業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又

は一部に相当する金額を補助対象事業者に納付させることができる。 

(９) 需要家が、ゼロカーボンシティののいち推進パートナー制度実施要綱

（令和６年野々市市告示第94号）の規定に基づき、ゼロカーボンシティの

のいち推進パートナーとして登録されている者であり、本市から依頼があ

った際は災害対応に協力すること。（当該年度中に登録する予定である場

合を含む。） 

（交付決定の取消し） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定

を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正な手段により当該交付決定を受けたとき。 

(２) この要綱の規定に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第10条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を

定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既

にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還

を命ずるものとする。 

（実績報告） 

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了

の日から起算して15日を経過した日又は補助対象事業の実施年度の１月31日

（31日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178

号）第３条に規定する休日の場合は、直前の開庁日）のいずれか早い日まで



に、必要書類とともに市長が別に定める報告書により市長に報告しなければ

ならない。 

（補助金の額の再確定） 

第12条 補助事業者は、規則第13条の規定による補助金の額の確定後において、

補助金に関して、違約金、返還金その他交付金に代わる収入があったこと等

により補助金に要した経費を減額すべき事情がある場合は、市長に対し当該

経費を減額して作成した実績報告書を前条に準じて提出するものとする。 

２ 市長は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、規則第13条に準

じて改めて補助金の額の再確定を行うものとする。 

３ 前項に基づく補助金の返還については、第10条第２項の規定を準用する。 

（協力等） 

第13条 市長は、補助事業者及び需要家に対し、次に掲げる協力を求めること

ができる。 

(１) 補助対象設備の使用状況等に関するデータの提供 

(２) 第８条第９号に規定するゼロカーボンシティののいち推進パートナー

としての登録に基づく、災害時の協力要請 

(３) その他本市の地球温暖化対策事業に係る協力 

（手続代行者） 

第14条 補助金の交付を受けようとする者は、第５条第１項及び第７条第１項

の申請、第11条の報告並びに規則第15条の請求を、補助対象設備の販売等を

する者に代行させることができるものとする。 

２ 前項の規定による代行を行う者（以下「手続代行者」という。）は、速や

かにその事務を処理しなければならない。 

３ 手続代行者は、第１項の規定による手続の代行により補助対象設備の設置

者に関して得た情報について、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律

第57号）の基本理念を尊重し、同法に規定する個人情報の取扱いを適正に行

わなければならない。 

４ 市長は、手続代行者が第１項に規定する手続の代行を偽り、その他不正の

手段により行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施する。 

（関係書類の保管） 

第15条 補助事業者及び需要家は、交付を受けた補助金について経理を明らか

にする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して５年間保存しなけ

ればならない。ただし、取得財産等について第８条第４号で定める処分制限

期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しな

ければならない。 

２ 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が



可能なものは、電磁的記録によることができる。 

（雑則） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和11年３月31日限り、その効力を失う。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表第１ 太陽光発電設備（第３条関係） 

補助対象者 補助対象者は、次に掲げるいずれかの者とする。 

（１）市内に本社又は事業所を有する需要家（個人事業主

にあっては、市内に住所を有する者）で、事業所等に自

己所有の太陽光発電設備を設置する者（ＰＰＡ及びリー

スによるものを除く。） 

（２）市内に本社又は事業所を有する需要家（個人事業主

にあっては、市内に住所を有する者）の事業所等に、Ｐ

ＰＡ又はリースにより太陽光発電設備を設置する者 

補助対象事

業 

自家消費型の太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げ

る要件を全て満たすものとする。 

（１）整備する設備は、商用化され、導入実績があるもの

であり、中古設備ではないこと。 

（２）法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業に

より取得した温室効果ガス排出削減効果についてＪ－ク

レジット制度への登録を行わないこと。 

（３）国実施要領別紙２の２ア（ア）に定める交付要件を

満たすこと。ただし、ソーラーカーポート及び建材一体

型太陽光発電設備については、補助の対象としない。 

（４）市内に設置されるものであること。 

（５）太陽光発電設備の発電電力量等の計測器であって自

家消費率が分かるものが設置されていること。 

（６）設置に関して、法令等に適合していること。 



補助金の額

等 

当該補助金の交付の対象となる太陽光発電設備を構成する

太陽電池モジュールのＪＩＳ等に基づく公称最大出力の合計

値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか

低い値（単位はｋＷとし、小数点以下の端数があるときはこ

れを切り捨てた値をいう。）に１ｋＷ当たり５万円を乗じて

得た額（その額が1,000万円を超えるときは1,000万円） 

この場合において、補助金の交付は、一の需要家につき当

該年度１回を限度とする。 

別表第２ 蓄電池（第３条関係） 

補助対象者 市内に本社又は事業所を有する需要家（個人事業主にあっ

ては、市内に住所を有する者）で、事業所等に自己所有の蓄

電池を設置する者（ＰＰＡ及びリースによるものを除く。） 

補助対象事

業 

補助金の交付の対象となる太陽光発電設備のうち、自己所

有によるものの付帯設備であって、定置用蓄電池を設置する

事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１）整備する設備は、商用化され、導入実績があるもので

あり、中古設備ではないこと。 

（２）法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業によ

り取得した温室効果ガス排出削減効果についてＪ－クレジ

ット制度への登録を行わないこと。 

（３）国実施要領別紙２の２ア（イ）に定める交付要件を

満たすこと。ただし、再エネ一体型屋外照明用蓄電池につ

いては、補助の対象としない。 

（４）市内に設置されるものであること。 

（５）設置に関して、法令等に適合していること。 

補助金の額

等 

補助対象蓄電池の価格（工事費込み、税抜き）の３分の１

の額（その額が200万円を超えるときは200万円とし、その額

に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額） 

ただし、価格を蓄電容量で除した額の３分の１の額が４万

円を超えるときは、４万円に蓄電池容量を乗じた額を蓄電池

の価格の３分の１の額とみなす。 

 


